
障害者活躍推進計画（企業庁）に基づく取組の実施状況について 

 

１ 評価年度 

    令和６年度 

 

２ 目標に対する達成度 

目標 実施状況 

①採用に関

する目標 

【実雇用率】 

各年６月１日時点の法定雇用率以上 

 

【障害者雇用】 

会計年度任用職員に障害者枠を

設ける（１名） 

・令和６年６月１日時点 

実雇用率：５．１０％ 

（参考）令和７年６月１日時点 

   実雇用率：5.23％ 

・会計年度任用職員に障害者

枠を設置：１名 

②定着に関

する目標 

【定着率】 

・常勤職員： 

採用後３年間の定着率 100％ 

・会計年度任用職員： 

雇用期間満了まで継続して勤務し

た職員の割合 100% 

 

・常勤職員 

計画期間中に実施した採用

試験における職員数 

 R６年度 

採用者数 0 名 

退職者数 0 名 

・会計年度任用職員 

 １０0％（１名／１名） 

③満足度、ワ

ーク・エンゲ

ージメントに

関する目標 

【ワーク・エンゲージメント】 

令和３年度までに、職員のワーク・

エンゲージメントに関するデータを収

集の上、目標値の設定や評価方法等

を検討。 

障害を有する職員を対象に

した「ワーク・エンゲージメント

に関する調査」の結果を基に、

『障害のある職員が仕事にや

りがいを感じているか等を把握

するための面談を年 1 回以上

実施し、障壁となる要因があれ

ば改善を行う』と設定した。 

 



３　取組内容の実施状況

令和６年度の取組状況

１　【「人」の視点】障害者の活躍を推進する体制整備

　(1)組織面

○障害者雇用推進者を選任する（令和元年９月６日に選任済）。 ・令和元年９月６日に障害者雇用推進者として　企業庁長を選任した。

○法令に従い障害者職業生活相談員を適切に選任する（障害者を５人以上常
用雇用することになった場合）。

・令和6年度は選任を要しなかった。

○知事部局「障害者雇用のあり方検討ワーキングチーム」への参画。
・ワーキングチームに参画し、障害者活躍推進計画にかかる意見交換・連絡調整
等を行った。

○組織内の人的サポート体制を整備するとともに、組織外の関係機関（滋賀労働
局、就労支援機関等）との連携体制を構築し、役割分担および各種相談先を整
理した上、関係者間で共有する。

・庁内の人的サポート体制を整備し、組織外の関係機関との連携体制を構築し、
役割分担および各種相談先を整理・共有した。

○役割分担および各種相談先については、人事異動等により変更が生じるため、
定期的に更新を行う。

・人事異動に伴う担当職員の変更を令和６年６月に滋賀労働局等に報告した。

　(2)人材面

○障害や障害者雇用に関する理解促進・啓発のための研修を実施する。
・障スポ開催に向けて心のバリアフリーについての職場研修（R7.1月）を実施し
た。

２　【「仕事」の視点】障害者の活躍の基本となる職務の選定

○新規採用時または異動時、その他定期的に人事担当者による面談を実施する
ことで、障害者と業務の適切なマッチングができているか点検を行い、必要に応じ
て検討を行う。

・所属長との定期的な面談等を通じて、障害を有する職員と業務の適切なマッチ
ングができているか点検を行った。

○障害を有する職員の能力や希望も踏まえ、職務の選定について検討を行う。
・障害を有する職員の障害の程度や業務上必要な配慮事項、本人の希望などを
踏まえ、職務の選定について検討を行った。

３　【「環境」の視点】障害者の活躍を推進するための環境整備・制度の利用促進

　(1)職務環境

○「淡海ユニバーサルデザイン行動指針」を踏まえ、各庁舎・施設における環境
整備の推進に向けた検討を行う。

・各浄水場における個別具体の事案に対し、検討・改善等を行っている。

○定期的な面談等により必要な配慮等を把握し、業務上、必要な機器の購入や
作業手順の簡素化・見直しを行うなど、継続的に必要な措置を講ずる。

・所属長との定期的な面談等に加え、第三者（職場適応支援者／県人事課）との
面談を実施することでより必要な配慮等を把握し、業務上必要な措置を講じてい
る。

　(2)募集・採用

〇障害者採用選考に当たり、受験者からの配慮希望を踏まえ、面接における手話
通訳者の配置、筆談対応など、受験者の障害特性に応じた配慮を行う。

受験者からの配慮希望はなかった。

〇障害者採用試験の実施にあたっては、以下の取扱いを行わない。
イ 特定の障害を排除し、又は特定の障害に限定する。
ロ 自力で通勤できることといった条件を設定する。
ハ 介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定する。
二 「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられること」と
いった条件を設定する。
ホ 特定の就労支援機関からのみの受入れを実施する。

・障害者採用選考について、不適切な取扱いを行わずに遂行した。

　(3)働き方

○テレワーク（在宅勤務、サテライトオフィス勤務）および時差出勤制度の利用を
促進する。

・全ての職員を対象として、在宅勤務および時差出勤の実施をはじめとする「県庁
の新たな働き方の実践・定着に向けた取組」を推進した。

〇年次有給休暇や病気休暇等の各種休暇の利用を促進する。
・全ての職員を対象として、年次有給休暇の取得促進に係る通知を発出するな
ど、ワーク・ライフ・バランスの向上を呼びかけた。

　(4)キャリア形成

○職員研修体系に基づく研修の受講に際しては、本人の希望等を踏まえ、資質
向上や技能向上のための配慮を行う。

・研修の受講に際しては、本人の希望を踏まえ、資質向上等の配慮を行っている。

取組内容



令和６年度の取組状況取組内容

　(5)その他の人事管理

○定期的な面談の設定および必要に応じて随時面談を実施し、状況把握を行っ
た上で、職場や通勤時における適切な支援や配慮を講じる。

・所属長との定期的な面談等を通じて障害の状況を把握し、勤務地や通勤方法
など、障害の特性に配慮し、必要な対応を行った。

○中途障害者（在職中に疾病・事故等により障害者となった者をいう。）につい
て、円滑な職場復帰のために必要な職務選定、職場環境の整備等や通院への配
慮、働き方、キャリア形成等の取組を行う。

・中途障害者を雇用する場合は、所属長との定期的な面談等を通じて障害の状
況を把握し、円滑な職場復帰のために必要な対応を行っていく。

○本人が希望する場合には、「精神障害者等の就労パスポート」の活用等によ
り、就労支援機関等と障害特性等についての情報を共有し、適切な支援や配慮
を講じる。

・障害を有する職員が希望する場合には、「精神障害者等の就労パスポート」の
活用等により、就労支援機関等と障害特性等についての情報を共有し、適切な支
援や配慮を行っていく。

４　その他

○国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に
基づく障害者就労施設等への発注等を通じて、障害者の活躍の場の拡大を推進
する。

・「滋賀県による障害者就労施設等からの物品・役務の調達の推進を図るための
方針」を踏まえ、障害者就労施設等に積極的に発注した。

○民間事業主における障害者の活躍を促進するため、法定雇用率以上の対象障
害者を雇用している事業者を対象に、優先的に物品等の調達を行う。

・優先的な物品・役務調達の具体策である「滋賀県ナイスハート物品購入制度」
の活用を通じて民間事業主における障害者の活躍を促進した。

○総合評価一般競争入札およびプロポーザルにおいて、障害者の雇用に関する
状況の報告義務がある事業者であって法定雇用率が達成されていること、または
障害者の雇用に関する状況の報告義務がない事業者であって障害者を雇用して
いることに対して加点する取組を実施する。

・該当事業者については、滋賀県土木交通部監理課の実施する建設工事等入札
参加資格審査における主観的評価項目の加点対象となるほか、総合評価一般競
争入札またはプロポーザルにおける落札者決定において評価対象となっており、
当庁発注の建設工事等においては前述の審査を通じて作成された「建設工事等
入札参加有資格者名簿」により入札を実施した。


